
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

６月３日(火)１０：００～１２：００ 

手話講座(実践) 全７回(6/3～7/15 毎週火曜日) 

受講料：900円、テキスト代 1,100円(初回時のみ) 

６月１１日(水)１０：００～１２：００ 

生活支援活動担い手講座(視覚障がい手引き) 

受講料：500円  

６月３日(火)１０：００～１１：３０ 

子どもたちへの支援について考える 受講料：無料  

６月１３日(金)１０：００～１２：００ 

地域共生について学ぶ講座   受講料：500円 

６月６日(金)１０：００～１２：００ 

朗読ボランティア養成講座(初級編)受講料：500円 

６月２３日(月)１３：３０～１５：３０ 

１日福祉セミナー  受講料：500円 

６月１０日(火)１３：３０～１５：３０ 

ふれあい・いきいきサロン講座   受講料：無料  

６月２７日(金)１３：３０～１５：３０ 

スマートフォン(スマホ)活用講座 受講料：無料 

 

札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター 
ＴＥＬ：６２３－４０００  ＦＡＸ：６２３－０００４ 

講座の受講申込はこちらまで 

 

 

https://www.sapporo-shakyo.or.jp/activities/volunteer/


成年後見制度とは、判断能力が不十分な認知症高齢者や障がいのある方が、
安心して暮らしていくために、家庭裁判所が選任した後見人が、
対象者の身上保護（介護サービス利用契約等）や財産管理（預金の出し入れ等）を行うものです。

認知症高齢者の増加等に伴って、成年後見制度の需要はさらに増大することが見込まれています。
そのような背景のなか、社会貢献への関心の高い一般市民が、一定の基礎知識と技術を身につけて
「市民後見人」として活躍することが期待されており、
札幌市においても、過去の養成研修を受講した市民後見人が、
以下のように成年後見人として活動しています。　

 ・障がいがあり施設で生活をしていたが、「施設を出たい」という本人の希望を支援し、
　 共同共同住宅に入居し、日中活動にも参加できるようになった。
 ・自宅から施設に入る際、大きな仏壇は持ち込めず、位牌のみを持ってきたという話を聞き、
　 本人と本人と相談して小さな仏壇を購入した。
 ・本人の状況や市民後見人として支援していることを説明する等、親族との関わりを持つことで、
　 疎遠だった親族がお見舞いに来てくれた。　など

１ と き：令和７年６月２1日（土）１３:３０～１６:００（受付１３:００～）
２ 内 容：（１）説明「市民後見人活動の意義と必要性について」
                          講師　札幌市市民後見推進事業運営委員会
　　　　　　　　　　 運営委員長　山本　賢太郎　氏　（弁護士）
 　　　　 （２）説明「札幌市市民後見人養成研修及び市民後見人への支援体制等について」
 　　　　　　 　担当　札幌市成年後見推進センター職員
３ と こ ろ：札幌市社会福祉総合センター４階　大研修室（札幌市中央区大通西１９丁目１－１）
　　　　　   ※　近隣駐車場の利用または、公共交通機関の利用にご協力をお願いします。
 　　　　    　  ○　地下鉄東西線「西１８丁目」駅１番出口　徒歩３分
  　　　　　     ○　JRバス、中央バス「北1条西２０丁目」バス停　徒歩３分
４ 定 員：１８０名（先着順）
５ 申込方法：令和７年５月22日（木）８：００～６月１２日（木）２１：００
　　　　　　　  ※　定員に達した場合は、締切日前でも受付を終了いたしますのでご了承ください。
　　　　　　 ＷＥＢ・電話にて、札幌市コールセンターへお申し込みください。
　　　　　　　  札幌市コールセンター　電話０１１－２２２－４８９４ （年中無休／8：00～21：00）
６ 参加対象者：市民後見人として活動したいもしくは
　　　　　　　 市民後見人として活動することを検討している札幌市民
７ 主 催：札幌市成年後見推進センター（札幌市委託事業）

～ あなただから寄り添える ～

市民後見人
令和７年度 札幌市市民後見人養成研修「事前説明会」

WEB申込先

 ［お問合わせ先］
 〒060-0042　札幌市中央区大通西19丁目1－1　札幌市社会福祉総合センター３階

 札幌市成年後見推進センター　市民後見推進事業担当
 電話　０１１－６２４－６３１０（市民後見推進事業専用）

養成研修の詳しい受講要件については、札幌市社会福祉協議会の
ホームページまたは「事前説明会」チラシをご確認ください。   

札幌市社会福祉協議会
       ホームページ      



令和７年度

6月2７日（金） 13：30～15：30

札幌市社会福祉総合センター
3階 第3会議室 大通西19丁目

日常生活自立支援事業
生活支援員登録に向けた研修・説明会

日常生活自立支援事業とは

認知症や知的障がい、精神障がいなど
により、日常生活に支障のある方へ福
祉サービスの利用に関する相談や助言、
利用に必要な手続きや費用の支払いな
どを支援をしています。

説明会について

〇内 容： 事業の概要と生活支援員の活動について
障がいのある方への関わりや制度について

〇対象者： 登録時の年齢が70歳未満の方

○社会福祉協議会の専門員と利用者が
話し合って決めた「支援計画書」に
基づいて活動します
○月1回～月４回利用者さんを訪問し、
書類手続きや預貯金の払い戻し手続きな
どのお手伝いをします。
○1回につき１～２時間程度の活動です
○交通費等支給あり

ふりがな 性 別 年 齢

氏 名 男・女 才

お住まいの区 電 話

参加申込書

生活支援員の活動について

【サービス内容】
①日常的な生活支援サービス
②金銭管理サービス

申込・問い合わせ：札幌市社会福祉協議会
担当課：自立支援課自立支援係 電 話：633-2941

FAX：613-5486

★FAXの方はこのまま切らずに送信してください。ボランティア活動センターFAX：623-0004★

ぜひ私たちと
一緒に活動
しませんか？



 

 

 

札幌市社会福祉協議会では、収集ボランティアの物品をご寄贈いただいております。 

皆様から多くの寄贈をいただきました。いつもご協力ありがとうございます。 

 

ペットボトルキャップ： ２813．5キロ 

リングプル     ： 748．2キロ 

使用済み切手    ： 33．9キロ 

未使用鉛筆     ： 47２本 
 

 

 

 

 

 

 

月 ペットボトルキャップ リングプル 使用済み切手 未使用鉛筆類 

4月 278.0キロ 38.0キロ 6.6キロ 2本 

5月 143.1キロ 58.1キロ 12.0キロ 0本 

６月 244.2キロ 35.2キロ 2.8キロ 71本 

７月 153.4キロ 72.8キロ 0.9キロ 36本 

８月 313.0キロ 284.3キロ 0.4キロ 0本 

９月 193.0キロ 54.1キロ 0.1キロ 76本 

１０月 268.0キロ 41.1キロ 0.3キロ 0本 

１１月 208.2キロ 93.0キロ 0.5キロ 10本 

１２月 279.0キロ 42.1キロ 7.2キロ 9本 

１月 77.2キロ 2.7キロ 1.0キロ 176本 

２月 119.2キロ 11.7キロ 1.5キロ 0本 

３月 537.2キロ 15.1キロ 0.6キロ 92本 
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